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はじめに

安曇野市協働のまちづくり推進基本方針

及び協働のまちづくり推進行動計画の策定にあたって

　少子高齢化の進行、人口減少など社会情勢の変化により、私

たちの抱える課題は多様化、高度化、複雑化してきています。

さらに、地方分権社会の進展による、国から地方への権限移譲

という流れの中で、地方自治体の役割と責任はますます大きく

なってきています。また、東日本大震災を経験し、私たちは身

近なコミュニティの形成と支え合い、助け合いの心の大切さを改めて認識いたしました。

　このような状況の中、さまざまな地域課題の解決に向けて、市民、区など自治会、市民

活動団体、企業、教育機関及び行政などが連携・協力する「協働のまちづくりの推進」が

ますます重要視されています。

　協働のまちづくりは、市民の皆さんが心豊かに幸せに暮らすことができるまちづくりの

実現を図るため、協働を担う主体が、共に考え、共に行動することです。そのため、一人

ひとりの「参画」と「協働」の意識の高揚と実践が必要となります。

　本市では、第 1次安曇野市総合計画に基づき、市民の皆さんが主役のまちづくりを進

めるため、平成 26年度から平成 30年度までを推進期間とする「協働のまちづくり推進

基本方針」と「協働のまちづくり推進行動計画」を策定いたしました。この基本方針と行

動計画は、協働のまちづくりの基本的な理念と方針、また具体的な施策を掲げたアクショ

ンプランを示したものであります。これに基づき、暮らしやすく、活力あるまちづくりの

構築に努めてまいりますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

　結びに、基本方針及び行動計画の策定にあたりご尽力を賜りました委員の皆さまをはじ

め、貴重なご意見をいただきました多くの皆さまに心から感謝申し上げます。

　平成 26年 3月

安曇野市長　宮  澤  宗  弘
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前　文

　安曇野市は、平成 17年 10 月 1日、5町村の新設合併により誕生しました。旧町村の

5地域には、それぞれ古くから根付いた歴史、文化、風習があり、製造品出荷額が県下で

も高い工業、及び商業、農業、観光などバランスのとれた産業の発展、また豊かな自然環

境や景観の保全など、産業機能と生活機能の調和のとれた地域づくりが行なわれてきまし

た。加えて、私たちはもともと隣組などを通じて、人と人の結びつきが強く、お互いで支

え合う社会が形成されてきました。

　近年、少子高齢化や人口の減少など社会情勢が大きく変化し、またライフスタイル、価

値観が多様化する中で、日々の暮らしや住環境・自然環境を取り巻く課題も多様化、高度

化してきており、さらに地方分権の進展により、自立しながら持続できるまちづくりが求

められてきています。

　こうした社会全般の変容に伴い、さまざまな地域課題は、これまで担ってきた地域や行

政だけでは解決できなくなり、課題解決の具現化には、新しい公共の創出とその担い手に

なるあらゆる主体の役割分担を明確にし、お互いが連携する「協働」により実施すること

が必要になってきました。

　しかし、地域コミュニティが少なからず希薄になってきたことの危機感から、地域の持

つさまざまな財産・資源（人、思いやりの心、絆、文化、歴史、環境、施設など）を、私

たち一人ひとりが改めて認識し、守り続けるとともに、「協働」を通して、全市の一体感

の醸成を育み、さまざまな課題に対し、お互いに信頼し合い、協力し合い、支え合い、
安曇野に誇りと愛着を持ち、一人ひとりが行動することで、いきいきと心豊かに暮らすこ

とができ、安曇野に住んで良かったと思える安全・安心な地域づくりを目指します。

　そのため、「協働」の理念の共有化と役割分担の明確化による、「協働のまちづくり推進

基本方針」及び「協働のまちづくり推進行動計画」を策定し、安曇野市らしいまちづくり

を進めていきます。

安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び　　　　

協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員会　



－ 3－

目　次

「協働のまちづくり推進基本方針」と「協働のまちづくり推進行動計画」の位置づけ……………………… 6

「協働のまちづくり推進基本方針」及び「協働のまちづくり推進行動計画」の位置づけ概念図…………… 7

施策体系……………………………………………………………………………………………………………… 8

協働のまちづくり推進基本方針
　第 1章　協働のまちづくり推進の理念

　　１　基本方針の目的…………………………………………………………………………………………… 12

　　２　協働のまちづくり推進が必要な背景…………………………………………………………………… 12　

　　３　基本方針の期間…………………………………………………………………………………………… 13

　　４　協働のまちづくり推進の理念…………………………………………………………………………… 14

　　　　（1）私たちは「協働のまちづくり推進」をこう考えます… ………………………………………… 14

　　　　（2）あらゆる主体の定義… ……………………………………………………………………………… 14

　　　　（3）あらゆる主体とその役割… ………………………………………………………………………… 15　

　　　　（4）協働のまちづくり推進の原則… …………………………………………………………………… 16

　　　　（5）協働における期待される効果… …………………………………………………………………… 17

　　　　（6）市が関わる協働のまちづくり推進の形態… ……………………………………………………… 18

　　　　（7）協働のまちづくり推進の領域… …………………………………………………………………… 21

　第 2章　協働のまちづくり推進の基本方針

　　１　協働のまちづくり推進の現状・課題…………………………………………………………………… 22

　　　　（1）区など自治会のうち「区」の現状と課題… ……………………………………………………… 22

　　　　（2）市民活動団体の現状と課題… ……………………………………………………………………… 23

　　　　（3）市の現状と課題… …………………………………………………………………………………… 23　

　　　　（4）それぞれの主体間の連携・協働の現状と課題… ………………………………………………… 24

　　　　（5）協働のまちづくり推進システムの現状と課題… ………………………………………………… 24

　　　　（6）市民参画システムの現状と課題… ………………………………………………………………… 24　

　　　　（7）評価システムの現状と課題… ……………………………………………………………………… 24

　　２　協働のまちづくり推進の基本方針……………………………………………………………………… 25　

　　　　（1）あらゆる主体の情報共有… ………………………………………………………………………… 25

　　　　（2）あらゆる主体の協働に対する理解と人財育成… ………………………………………………… 25　

　　　　（3）市民参画の環境づくり… …………………………………………………………………………… 25

　　　　（4）主体的な市民活動の促進… ………………………………………………………………………… 25

　第 3章　協働のまちづくり推進システム

　　１　推進体制…………………………………………………………………………………………………… 26　

　　　　（1）推進体制の確立… …………………………………………………………………………………… 26　

　　　　（2）コーディネート・システムの確立…… ……………………………………………………………… 26　

　　　　（3）まちづくり推進会議（仮称）の設置… …………………………………………………………… 26　

　　　　（4）協働事業の進捗管理体制の確立… ………………………………………………………………… 26　

　　　　（5）協働事業の評価体制の確立… ……………………………………………………………………… 26



－ 4－

　２　推進支援……………………………………………………………………………………………………… 27

　　　（1）人財育成支援… ………………………………………………………………………………………… 27

　　　（2）助成、制度による支援… ……………………………………………………………………………… 27

　　　（3）相談窓口の設置… ……………………………………………………………………………………… 27

　　　（4）交流・スキルアップ支援… …………………………………………………………………………… 27

協働のまちづくり推進行動計画
　第 1章　計画の趣旨

　１　計画策定の目的……………………………………………………………………………………………… 30

　２　計画策定の背景……………………………………………………………………………………………… 30

　３　行動計画の期間……………………………………………………………………………………………… 30

　第 2章　推進施策の展開

　　基本方針に基づく具体的施策………………………………………………………………………………… 31

　　１　基本方針（1）あらゆる主体の情報共有………………………………………………………………… 31

　　　　施策１　情報収集システムの構築……………………………………………………………………… 31

　　　　施策２　あらゆる主体の情報の共有化………………………………………………………………… 33

　　　　施策３　情報提供システムの構築……………………………………………………………………… 34

　　２　基本方針（2）あらゆる主体の協働に対する理解と人財育成　……………………………………… 36

　　　　施策１　あらゆる主体相互の理解度の向上…… ………………………………………………………… 36

　　　　施策２　人財の育成・養成……………………………………………………………………………… 37

　　３　基本方針（3）市民参画の環境づくり……………………………………………………………………… 39

　　　　施策１　計画策定段階からの市民参画の方法…… ……………………………………………………… 39

　　　　施策２　市民参画を導入すべき事務事業……………………………………………………………… 44

　　　　施策３　公募委員・会議公開の取り組み……………………………………………………………… 45

　　４　基本方針（4）主体的な市民活動の促進………………………………………………………………… 46

　　　　施策１　主体的な市民活動の促進……………………………………………………………………… 46

　第 3章　協働のまちづくり推進システム

　　１　推進体制…………………………………………………………………………………………………… 51

　　　　施策１　推進体制の確立………………………………………………………………………………… 51

　　　　施策２　コーディネート・システムの確立…………………………………………………………… 52

　　　　施策３　まちづくり推進会議（仮称）の設置………………………………………………………… 54

　　　　施策４　協働事業の進捗管理体制の確立……………………………………………………………… 55

　　　　施策５　協働事業の評価体制の確立…………………………………………………………………… 55

　　２　推進支援

　　　　（1）人財育成支援… ……………………………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策１　地域リーダー育成講座…………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策２　協働コーディネーター養成講座………………………………………………………… 57

　　　　（2）助成、制度による支援… …………………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策１　つながりひろがる地域づくり事業……………………………………………………… 57

　　　　　　施策２　市民提案制度……………………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策３　区交付金…………………………………………………………………………………… 57



－ 5－

　　　　（3）相談窓口の設置… …………………………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策１　あらゆる主体の運営等相談……………………………………………………………… 57

　　　　　　施策２　立ち上げ支援……………………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策３　NPO法人設立支援… ……………………………………………………………………… 57

　　　　　　施策４　特別相談日の設置………………………………………………………………………… 57

　　　　（4）交流・スキルアップ支援… ………………………………………………………………………… 58

　　　　　　施策１　あらゆる主体相互の交流事業…………………………………………………………… 58

　　　　　　施策２　あらゆる主体の運営スキルアップ事業………………………………………………… 58

【用語の解説】………………………………………………………………………………………………………… 59

【協働のまちづくり推進システム概念図】…………………………………………………………………………… 61

【市民活動センターを拠点とした情報一元化システム】…………………………………………………………… 62

【協働事業に係る評価システム（PDCA）概念図】………………………………………………………………… 63

資料編
　協働事業事例集…………………………………………………………………………………………………… 66

　つながりひろがる地域づくり事業補助金交付要綱…………………………………………………………… 75

　安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び

　　協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員会設置要綱……………………………………………… 78

　策定の経過………………………………………………………………………………………………………… 80

　安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び

　　協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員会委員名簿……………………………………………… 81

　ワーキンググループの経過……………………………………………………………………………………… 82

　安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進

　　行動計画策定・評価委員会ワーキンググループ委員名簿………………………………………………… 83



－ 6－

「協働のまちづくり推進基本方針」と「協働のまちづくり推進行動計画」の位置づけ

●「第 1次安曇野市総合計画」と「協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進行動計画」の

位置づけ

… 総合計画は、基礎自治体にとってまちづくりの設計図ともいえる最上位の計画です。第 1次安曇野市総合

計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」で構成されています。
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「協働のまちづくり推進基本方針」及び「協働のまちづくり推進行動計画」の位置づけ概念図
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協働のまちづくり推進基本方針
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方針 第１章　協働のまちづくり推進の理念

１   基本方針の目的
私たちは、一人ひとりが安曇野に誇りと責任を持ち、いきいきと心豊かに暮らせる安全・安心な地域を

目指し、その具現化のため、あらゆる主体の役割や協働のまちづくり推進のためのルールや推進体制に

ついて定めます。

基本方針の目的
私たちは、様々な課題を解決し、一人ひとりが幸せになることを目指し、

（1）その実現のための手法である「協働」の考え方を明らかにします。

（2）あらゆる主体の役割を明らかにします。

（3）「協働のまちづくり推進」の基本的方針の考え方を明らかにします。

２   協働のまちづくり推進が必要な背景
コミュニティが必要とされた戦前から、高度経済成長期の行政への依存、そして地方分権、新しい公共

の時代へ。
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地域経済の疲弊は深刻な状況にあり、また少子高齢社会により社会保障の一層の充実が求められてきて

います。このような大きな社会の変容は、戦後の行政の公共サービス提供のあり方の転換期をもたらし、

国主導の画一的な行政運営から、自らが限られた予算の中で課題を解決し、まちづくりを進める地方分

権の時代に移りました。今後の地方の自立した行財政運営は、国と地方の関係にとどまらず、市民との

連携により課題解決のための政策づくりや、あらゆる主体相互による「新しい公共」の創出が必要とさ

れてきました。このことから、協働のまちづくりが必要とされています。

「自助、共助、公助」※２

と協働のまちづくり推進による、豊かな社会づくりを！

３   基本方針の期間
協働のまちづくり推進基本方針は、平成 30年度を目標年度とし、平成 26年度から平成 30年度までの

5年間を推進期間とします。…
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４   協働のまちづくり推進の理念
（1）私たちは「協働のまちづくり推進」をこう考えます。

協働は、みんなが主役のまちづくり
協働のまちづくりは、私たち一人ひとりが心豊かに幸せに

暮らすため、環境や考え方が異なる主体同士が、目的や課

題を共有し、それぞれの特性を活かし、主体的・自発的に、

役割を担い合い、対等な立場で連携することです。

（2）あらゆる主体の定義
基本方針では、協働を担う「あらゆる主体」について、大きく以下の6つのグループに分けることとします。

① 市民
「市民」は、すべての安曇野市民です。

② 地縁的な団体（以下、「区など自治会」という。）
「区など自治会」は、市内の一定の地理的範囲に居住する市民または世帯の大多数を構成員として組織さ

れ、相互の親睦を図りながら、環境美化、防犯、防災、福祉向上など自分たちの地域を住みよいまちに

するための自主的な活動を行う団体です。構成員は、区など自治会の趣旨に賛同し、区など自治会に加

入する世帯で構成（以下、「区民」という。）されています。区など自治会は、区、自治会（町内会、常

会など）、地区公民館、社会福祉協議会・地区社協、自主防災会、子ども会育成会、老人クラブ、日赤奉

仕団、PTA、交通安全協会などの地縁型組織で構成されています。

③ 目的遂行型の市民団体（以下、「市民活動団体」という。）
「市民活動団体」は、法人格の有無や種類を問わず、市民によって支えられ、社会サービスの提供や社会

問題の解決のために活動する、主として民間の非営利団体（特定非営利活動法人、ボランティア団体など）

です。

④ 広域事業型の団体（以下、「企業」という。）
「企業」は、主たる事業所が安曇野市内にあり、構成員が主に産業、職業別に分かれており、主たる目的が、

社会福祉増進である団体（工業会、商工会、観光協会、農業協同組合、土地改良区、水利組合、森林組合、

森林生産組合、労働組合、労働者福祉協議会、生活協同組合など）とし、利益配当を目的とする一般の

事業所（株式会社など）を含みます。

⑤ 教育関係団体（以下、「教育機関」という。）
「教育機関」とは、学校教育及び社会教育に従事する団体（小学校、中学校、高等学校、大学など）です。
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⑥ 行政団体（以下、「市」という。）
「行政団体」とは、法に準拠して設立され、公共業務に従事する団体です。基本方針では、「市」は安曇

野市並びに安曇野市教育委員会及び公民館、また、「その他行政機関」は、事務組合、財産区、消防署、

警察署、その他国や県の機関などです。

（3）あらゆる主体とその役割
協働のまちづくりを推進するため、次に掲げるあらゆる主体の役割を明確にし、それぞれが責任を果たし、

様々な地域課題の解決に向けた新しい公共の創出により、あらゆる主体が連携するシステムを構築しま

す。

① 市民の役割
・まちづくりの主役であることの自覚と責任を持ちます。

・様々な地域活動へ参画します。

・市政への関心を高め、課題解決のための行動に心がけます。

・区など自治会へ加入し、区など自治会の活動へ参画するとともに、様々な地域課題に関わります。

 ② 区など自治会の役割
・地域課題を地域で解決するため、区など自治会に属する組織の横断的な連携を図ります。

・区など自治会内の役割分担の明確化により、それぞれが主体的に行動します。

・社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づき、小地域活動を推進するとともにボランティア活動を支援

します。

③ 市民活動団体の役割
・あらゆる主体との連携による相乗効果や持続可能な公益活動※３につなげます。

・構成員一人ひとりのスキルアップを図り、地域づくりや課題解決を担うリーダーを育成します。

④ 企業の役割
・様々な地域活動や公益活動への参画に心がけます。

・地域課題の解決に対して、企業として担える役割を果たします。

・構成員一人ひとりのまちづくりへの参画を促進します。

⑤ 教育機関の役割
・市内または近隣には小・中学校、高校、大学などがあり、それぞれの立場で、児童、生徒、学生の教

育視点から、あらゆる主体との連携により、地域課題の解決の場に参画します。

⑥ 市の役割
・市民の最も身近な自治体として、より市民の抱える課題の把握や市民ニーズを的確に捉えます。

・課題解決のための施策の展開、また、説明責任を果たすとともに情報提供に努めます。

・協働のまちづくり推進のための仕組みの構築とともに、庁内部局の横断的連携を密にし、効率的・効

果的な行財政運営を進めます。

・協働のまちづくり推進のコーディネーターとして、職員一人ひとりのスキルアップに努めます。

・職員は、活動に積極的に参画し、地域の課題を地域で解決するための一員となります。
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（4）協働のまちづくり推進の原則
協働のまちづくり推進のための原則は、次の7つです。協働事業の計画・実行・評価のどの過程においても、

この原則を確認しながら取り組みます。

① 目標や課題を共有しましょう。
協働を進める各主体は、何のために協働するのか、その目標やその原点となる課題を共有します。

② 対等なパートナーを理解しましょう。
協働を進める各主体は、対等な関係であることが基本です。各主体は、それぞれ経験年数も個々の目的

も活動も異なりますが、対等であり、お互いを理解し、尊重することが必要です。

③ お互いにメリットを持ちましょう。
その協働事業に携わる主体すべてにメリットがもたらされることが必要です。

④ 自主的、自発的に取り組みましょう。
それぞれの主体の自主性や自発性を尊重し、協働事業を通じた自立性の確保を大切にして取り組みます。

⑤ 情報を共有し、公開しましょう。
それぞれの主体が、その協働事業に関わる様々な情報を共有することが必要です。また、市があらゆる

主体と協働する場合、市は、協働相手の公募、選考等はもちろん、必要な情報を公開し、常に公平に開

かれた協働の機会を設けます。

⑥ 期限を決めましょう。
当該協働事業の目的達成時や事業完了時に協働関係を一旦解消することを、事前に明確にします。

⑦ 協働事業が終わったら評価しましょう。
各々の協働事業の終了時に、主体相互により協働事業の評価を行います。協働事業によっては、計画段

階や実施段階などプロセスの評価を行います。評価は、次の協働事業の適正な遂行に役立てます。また、

第三者機関による評価も重要です。
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（5）協働における期待される効果
① 市民など 
・市民ニーズにあったサービスを享受でき、市民主体のまちづくりが行えます。

・NPO法人やボランティア団体など、市民活動団体にとっては、協働により活動基盤が安定化し、また

信頼性や社会的認知度が向上します。

・市民の地域づくりへの関心が高まり、市政への参画意識が芽生え、市がより身近なものとして感じられ、

活動の場が広がります。

…

② 市
・協働により、これまでの行政主導の市政運営や社会的課題の解決から、より市民の目線に立った施策

へと移行していきます。

・市民の持つ柔軟な発想・アイデアや専門的な知識など、市民の特性に触れることができることから、

職員のスキルアップや市政運営に対する意識の変革が期待されます。…

・協働による各種事業の見直しや部局間の横断的な連携などから、市の効率化・スリム化が図られます。

…

③ まちづくり
・あらゆる主体による協働により、地域の活力が増加します。

・主体的な活動により、個性あふれる地域づくりに発展します。

・地域コミュニティの形成と支え合う地域社会の実現が図られます。
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（6）市が関わる協働のまちづくり推進の形態
協働を進める上での形態は様々ですが、最も有効で効果的な手法を選択することが重要です。また、その

事業に携わる主体相互により、協働のあり方を事前に充分話し合うことが大切です。市が実施する協働事

業の形態として、次のものが考えられます。

① 後援

概　要
市以外のあらゆる主体が行う事業に対して、市が名義後援など資金以外の
支援を行うこと。

効　果
市が後援することにより、社会的信用の高まりや市民参加がしやすくなる。
公共施設使用料の減免等。

留意点
事業の公益性に基づき後援をする。あらかじめ承認の基準を決めておくこと
が必要。

過去の
実施例

安曇野ふるさとづくり応援団主催による「ふるさとウォッチング…in…安曇野」
など多数。

② 共催

概　要
市以外のあらゆる主体が行う事業に対して、市も主催者となって事業を行う
こと。

効　果
企画段階からの協働が可能になる。広報紙での情報伝達、公共施設使用料
の減免等。相互理解が深まり、信頼関係の構築が望める。

留意点 一方の主導にならないよう、また役割が偏らないような協議が必要。

過去の
実施例

市区長会と市の共催により、「区のあり方」を市民で考える「地域を考える
研究集会」を開催した。（平成25年度から）

③ 事業委託

概　要
市が行うべき事業ではあるが、市以外のあらゆる主体がその特性（専門性・
先駆性・柔軟性等）を活かすことでより良いサービスや効果が望める場合、
全部または一部を対等なパートナーに委託すること。

効　果
市が行うよりも、きめ細やかで多様なサービスが望める。専門性の高い効果
が望める。

留意点
市の下請け化をせず、対等な立場で事業を行うことが必要。
市民活動団体等の自主・自立の希薄化を防ぐために期限を決めておくことが
必要。

過去の
実施例

安曇野を訪れる皆さんを花でもてなし、また安曇野の景観づくりに寄与する
ため、全市10カ所の花づくりを、アルプス花街道実行委員会に委託している。
（平成9年度から）
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④ 補助金・負担金

概　要 市以外のあらゆる主体が主となって行う事業に、資金的援助を行うこと。

効　果
市が取り組みにくい事業に支援をすることで、政策目的を達成させることが
できる。

留意点
団体育成が目的ではないことに留意し、補助事業の評価を行う。
市以外のあらゆる主体の自主・自立の希薄化を防ぐために期限を決めておく
ことが必要。

過去の
実施例

つながりひろがる地域づくり事業により、設立間もない市民活動団体の事業
に対する補助を行う。（平成19年度から）

⑤ 実行委員会

概　要 市以外のあらゆる主体や市などで実行委員会を立ち上げて事業を行うこと。

効　果

企画段階からの協働が可能になる。
相互理解が深まり、信頼関係の構築が望める。
市民活動団体間等のネットワークが広がる。
市民の参加を広く呼び掛けられる。

留意点
責任の所在があいまいになりやすいので、事前の協議において、役割分担、
経費負担等明確にして実施することが必要。

過去の
実施例

市商工会、市及び豊科公民館を中心に、商業者等を主としたあづみ野祭り
実行委員会を立ち上げ、毎年 7月に地区公民館、企業などに呼びかけたあ
づみ野囃子踊り、また様々なイベントを企画・実行する。

⑥ 事業協力（協定）

概　要 市以外のあらゆる主体と市が一定期間、協力をして事業に取り組むこと。

効　果
専門性・先駆性を活かして、行政では考えられないような実施主体の自主
性が尊重された事業への取り組みが望める。

留意点
役割分担・経費負担・期限等を明らかにした協定書を締結し、事業実施を
することが必要。

過去の
実施例

県、市及び三角島ふるさとの森プロジェクトの三者が協定を結び、それぞれ
役割分担の下、河川やその周辺の環境美化活動を行っている。（アダプトシ
ステム）※４
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⑦ 指定管理者制度

概　要
市が施設を有効活用するため、先駆性・柔軟性を活かせる市以外の対等な
パートナーに施設管理委託をすること。

効　果 市の管理よりも、より市民ニーズに応えられる施設管理が望める。

留意点
業務内容と責任分担を明確にしておくことが必要。指定管理者制度により、
独占とならないために管理契約の期間に留意が必要。

過去の
実施例 「ほりでーゆ～　四季の郷」「ファインビュー室山」など多数。

⑧ 財産の活用

概　要 市が施設、備品等を市民の公共的事業活動の実施にあたり貸与すること。

効　果
市施設の利用、市道の維持管理に伴う工具等、アメリカシロヒトリ防除用機
材、防犯用青パトの貸し出しなどにより、実際の協働活動に役立ち、様々な
市民活動の活発化が望める。

留意点 財産の活用に関し基準を設けることが必要。

過去の
実施例

区など自治会では、市から噴霧器を借用し、アメリカシロヒトリの駆除を行っ
ている。

⑨ 資材提供

概　要 市民が自主的に行う公共的事業に資材を提供すること。

効　果
環境美化事業における花の種やごみ袋等、道・水路の改修、解凍用塩カル
散布などの資材の提供により、地域市民が自主的に行うことで地域の絆を強
める。

留意点 必要性が地域によって違うため、見極めが必要。

過去の
実施例 明科地域では、市が資材を提供し、市民による道普請などを実施している。

以上が代表的な形態ですが、形にとらわれずに選ぶことが必要です。機に応じた方法を工夫することも大

切です。
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（7）協働のまちづくり推進の領域
あらゆる主体が協働による課題解決やまちづくりを行う領域を整理すると下図のようになります。

それぞれの主体同士が重なる部分が、協働の領域です。
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第２章　協働のまちづくり推進の基本方針
１   協働のまちづくり推進の現状・課題

安曇野市らしい協働のまちづくりを推進するためには、協働を担う主体や協働を推進するシステムの現

状と課題の把握が必要です。

（1）区など自治会のうち「区」の現状と課題
地域コミュニティの中心的な組織である区は、市民の福祉向上、環境整備、安全・安心な地域づくりな

どのための事業を推進する一方で、市民ニーズの多様化、少子高齢など社会情勢の変化により、高齢者

支援、防災・防犯などの分野において、新たな課題に直面しています。同時に、従来の地域コミュニティ

や顔の見える関係が薄くなってきています。

現在、区が抱える現状の一部には次のような点が挙げられます。

　

①……区の行事等への無関心。

②……区長をはじめとする一部役員への依存。

③……区の役員に女性が少ない。

④……市への依存度が高いため、市への要望が多くなり、課題解決に向けた自主的な活動ができていない

区もある。

⑤……市行政との関係が縦割りであり、区組織も横断的な連携が図れていない。

⑥……ライフスタイルの変化や価値観の多様化により、隣近所の関係が希薄になり、地域コミュニティが

崩れてきている。

⑦……日常生活を送る中で抱える生活課題は多岐にわたり、公的サービスだけでは解決できないものが増

加しており、新たな社会福祉事業開発が求められている。

⑧……事業や財源の見直しが不足している。

など、すべての区に該当するものではないものの、市区長会を通じて提出された現状の一部です。

これらの現状から、

①  情報不足による区の意義や活動などに対する市民の理解不足。
②  区内の縦割りによるスムースな課題解決が困難。
③  事業のマンネリ化や自治意識の低下から区への関心が薄く、役員への負担の拡大や役員選出が困難。
④  市民が抱える困りごとや心配ごとなどの生活課題を、適時に把握する仕組みづくりがまだ途上である。

など課題が挙げられます。
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（2）市民活動団体の現状と課題
地域の課題解決を担う主体として目的を持って活動を行う市民活動団体は、ＮＰＯ法人をはじめボラン

ティア団体など、年々その数が増加しています。

現在、市民活動団体が抱える現状の一部に次のような点が挙げられます。

　　

①　地域に根ざしたボランティア・NPO活動になっていない。

②　活動する市民が固定化されてきている。

③　活動が個別で、行政や他団体との連携が図れていない。また、その情報も乏しい。

④　活動する財源が乏しい。

⑤　活動団体の把握ができていない。

⑥　活動を推進するための情報が得られない。

⑦　ボランティアセンター登録者が高齢化している。

など、すべての市民活動団体に該当するものではないものの、市民活動団体へのアンケートやワーク

ショップなどを通じていただいた現状の一部です。

これらの現状から、

①  市民活動団体の把握や情報不足。
②  円滑な市民活動団体運営に大切なスキルのさらなる向上の必要性。
③  協働を推進するための地域リーダーや協働コーディネーターの不足。
④  あらゆる主体との連携不足による継続性、持続性の低下。

など課題が挙げられます。

（3）市の現状と課題
これまで、すべての市民ニーズに応えるべく、公共的サービスのほとんどを担ってきた市も、多種多様

化する市民ニーズや地域課題への対応が困難になってきました。

現在の市の協働推進や協働推進システムにおける現状は、次のような点が挙げられます。

①……区へ依頼する事項が多い。

②……産学官民の協働システムが構築されていない。

③……区など自治会やボランティア・NPOなど市民活動団体との関係が縦割りになっている。

④……庁内組織が縦割りになっている。

⑤……厳しい社会情勢の中で、財政難になってきている。

⑥……協働に関する行政情報の提供が不十分である。

⑦……あらゆる主体の情報収集、提供が不十分である。

⑧……市民活動センターの機能が不十分である。

⑨……区など自治会の運営やボランティア・NPOなど市民活動へのサポート体制が不十分である。

⑩……近隣市町村との協働に関する連携が図られていない。

⑪……協働に関する啓発事業が不十分である。
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これらの現状から、

①  情報収集・提供システムと情報の一元化システムが構築されていない。
②  情報や啓発の不足による市民の協働に対する理解不足。
③  地域リーダーや協働コーディネーターの不在。
④  市民の市政に対する参画システムが未熟。
⑤  庁内部局の縦割りによる非効率的な行財政運営。
⑥  あらゆる主体との協働システムの構築がされていない。

など課題が挙げられます。

（4）それぞれの主体間の連携・協働の現状と課題
個別の協働事業については、あらゆる主体間で実施されていますが、協働推進の仕組みの中で行われて

いるものではありません。また、市では現在、その協働事業の把握もできていません。

（5）協働のまちづくり推進システムの現状と課題
個別の協働事業については、あらゆる主体による事業提案やその必要性に応じてそれぞれ実施してきて

いますが、確固たるシステムはありません。また、協働を担う主体の情報不足もあり、そのコーディネー

トの役割が十分機能していません。

（6）市民参画システムの現状と課題
市民への情報提供や市民の市政への参画は、協働を進める上で必要不可欠です。現在市民参画システム

として、パブリックコメント、アンケート、シンポジウム、ワークショップなど任意の参画方法の他、公

聴会、審議会・委員会など制度等による参画システムがあります。現状では、市民参画の効果も見受け

られる一方で、参画する市民の固定化、関心の低いテーマでの参画者の少人数化なども見られます。

（7）評価システムの現状と課題
現在、協働事業の評価システムは確立されていません。
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2   協働のまちづくり推進の基本方針

1　あらゆる主体の情報共有

あらゆる主体の情報の共有化が重要であり、そのため区など自治会、市民活動団体、

企業、教育機関及び市の情報の収集、一元化、提供のシステムを構築します。

2　あらゆる主体の協働に対する理解と人財育成

協働のまちづくりを進める上で、広範な協働に対する理解が必要です。

そのため、「地域リーダー」※5 の育成及び「協働コーディネーター」※6 の養成講座を

開催し、人財の発掘や育成を行うとともに、人材バンクへの登録を促進します。
（人は宝・財産であるという考え方から「人財」としています。また「人材バンク」はすでにある制度

のため「人材」としています。）

3　市民参画の環境づくり

市は市民との協働を推進するために、市民一人ひとりの市政への関心を高めることが

必要です。

そのため、市政について説明する機会や学びの場…及び情報を提供します。

また、市民が参画しやすく、また参画したいと思う機会を創出し、市政への反映を目

指します。

4　主体的な市民活動の促進

協働を推進するためには、市民一人ひとりが主体的に地域活動に参画することが重要

になります。

また、市民活動においても主体的な推進が求められます。

そのため、市民一人ひとり、また、あらゆる主体の活動を促進します。
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第３章　協働のまちづくり推進システム
１   推進体制

（1）推進体制の確立
①……「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び安曇野市協働のまちづくり推進行動計画策定・評価

委員会」により、「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び安曇野市協働のまちづくり推進行

動計画」の策定、並びに協働のまちづくり推進の進捗状況及び事業評価を行います。

②……区担当職員制度の意義と役割を明確にし、市職員が自覚と責任を持ちます。

③……自治基本条例（仮称）の制定に向けた検討を行います。

④……地域課題の解決のため、市職員が区など自治会の会議に参加します。

⑤……「職員協働推進マニュアル」を策定し、市職員は協働事業等へ参画します。

⑥……庁内部局の横断的連携と他行政機関との連携システムを構築します。

（2）コーディネート・システムの確立
①……あらゆる主体の情報を、市民活動センターで一元管理するとともに、市民活動団体登録の促進及

びそのネットワーク化、また、市民活動コーディネーターの配置による協働の推進を図ります。

②……市民の最も身近な支所は、公民館（分館）とまちづくり部局の連携により、協働推進や地域づくり

の窓口となることが重要であるため、協働をコーディネートする専門員の配置に努めます。

（3）まちづくり推進会議（仮称）の設置
協働のまちづくりを推進する上で重要なことは、それぞれの主体が行うべき役割を果たすことです。特

に区など自治会や市民活動団体は、それぞれが抱える課題を自ら解決する取り組みを行います。また、

区など自治会と市民活動団体だけで解決できない課題は、多様化、高度化してきたことから、多くの市

民が地域課題について考え、意見交換を通じた意思決定に参画する「まちづくり推進会議」（仮称）の設

置について検討します。

（4）協働事業の進捗管理体制の確立
協働事業を実施する上で、協働の趣旨が確保されているかなど、その進捗管理を行う体制を確立します。

（5）協働事業の評価体制の確立
協働事業を実施し完了した場合、その協働事業を評価します。評価は、その事業を実施した複数の主体

相互、また第三者機関を設けて実施します。
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２   推進支援
（1）人財育成支援

地域づくりを中心的に担う「地域リーダー」及び「協働コーディネーター」を育成、養成するため、講

座を開催します。　

（2）助成、制度による支援
協働のまちづくり推進を促進するため、補助金、交付金などの見直しなどによる充実を図ります。また、

協働のまちづくり推進を促すための制度を設けます。

（3）相談窓口の設置
あらゆる主体の協働推進の促進、あるいはあらゆる主体の運営に関わる相談窓口を充実します。

（4）交流・スキルアップ支援
市民活動登録団体をはじめ、協働を担うあらゆる主体相互の交流や情報交換、また、運営のためのスキ

ルアップ事業を市民活動センターを中心に実施します。





協働のまちづくり推進行動計画
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第１章　計画の趣旨
１   計画策定の目的

この計画は、様々な地域課題を解決し、市民一人ひとりがいきいきと心豊かに暮らすことができる安全・

安心の地域社会の実現を目指し、あらゆる主体相互が連携する仕組みと活動の促進を図るための施策を

定めることを目的とします。

この策定に当たっては、次の趣旨を根幹とします。

…

２   計画策定の背景
安曇野市では、協働のまちづくりを推進するため、平成20年度に「市民と行政の協働指針」を策定しま

した。策定後、指針に基づく協働推進を図ってきましたが、少子高齢化の進行など社会情勢もさらに変

化してきている中で、地域課題が一層多様化、グローバル化してきました。また、本庁舎建設が進めら

れており、完成後においても、公民館とまちづくり部門の連携による、生涯学習を基盤とした、市民に

身近な公共サービスの提供や市民が主体のまちづくりが進められることが大切となります。このことか

ら、改めて協働推進のための計画を策定します。

３   行動計画の期間
協働のまちづくり推進行動計画は、平成 30年度を目標年度とし、平成 26年度から平成 30年度までの

5年間を推進期間とします。
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第２章　推進施策の展開
基本方針に基づく具体的施策

１   基本方針 （1）　あらゆる主体の情報共有
あらゆる主体の情報の共有化が重要であり、そのため区など自治会、市民活動団体、企業、教育機関及

び市の情報の収集、一元化、提供のシステムを構築します。

　施策１．情報収集システムの構築

（1）あらゆる主体からの情報

市民記者（仮称）を設置し、取材活動により情報を収集します。

 
行動要領
①…市民記者は、市民活動センターの運営管理者が務めます。

②…市民記者は、新聞などメディア情報に掲出される、市内で公益事業を行う団体を取材し、様々な情

報を入手します。また、市民記者は、その団体に対し、市民活動団体登録を促します。

様々な主体が開催する各種会合の機会や目的別に、アンケート調査を実施し、市民ニーズを収集し

ます。

 
行動要領
①…市民活動センターなどで実施する市民活動団体向けの交流会や講座において、アンケートを実施し、

各団体の抱える課題や協働事業の意向などの把握に努めます。

②…市民ニーズに合った情報収集・提供システムを構築し、情報の共有化を図るため、比較的情報を得

にくい市民を対象に、欲しい情報や得やすい情報手段などを把握するためアンケートを実施します。

③…市政や制度などの情報を提供する「協働のまちづくり出前講座」（以下、「出前講座」という。）は、

より市民ニーズに合ったメニューや内容とするため、随時、実績やアンケートなどから検証を行い、

見直しを行います。

④…区など自治会のあり方の基礎とするとともに、区民一人ひとりの関心を高めるために実施する、地

域課題など区民へのアンケートについて支援します。

（2）区など自治会からの情報

各区など自治会の情報は、市区長会と連携し、協働に関する特色ある情報を収集します。

 
行動要領
①…提出様式と収集システムを定め、市区長会と連携し、区など自治会が行う活動や地域課題の解決の

事例などの情報を収集します。
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（3）市民活動団体からの情報

市民活動団体の情報は、市民活動センターがホームページ掲載のための団体情報として収集します。

行動要領
①…市民活動団体の概要、事業内容、スタッフ募集、イベント情報や参加者募集などを市民活動センター

の職員が、定めた様式に基づき、収集し、取りまとめます。

②…市民活動センターにおいて、社会福祉協議会が持つ、ボランティア団体の情報を収集します。

　

（4）企業からの情報

企業の情報を、市商工会などを通じ、各企業との連携により収集します。

 行動要領
①…市商工会との定期的な連絡調整を図り、市の情報の提供とともに、企業における公益活動の情報収

集に努めます。

（5）教育機関からの情報

市民活動センターにおいて、教育機関の情報を、小・中学校、高校及び大学から収集します。

 行動要領　
①…周辺の大学の情報を収集するため、大学のホームページと市民活動センターのホームページをリン

クします。

②…市教育委員会との定期的な連絡調整を図り、市内の小・中学校及び高校の情報の収集に努めます。
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　施策２．あらゆる主体の情報の共有化

（1）区など自治会の情報共有

区など自治会が開催する協働事業事例報告会や研修会などを通じ、区など自治会の組織相互で情報

共有を図ります。

 行動要領
①…市区長会との共催による、地域を考える研究集会をはじめ、各区の協働事業事例報告会、交流会、

研修会や意見交換会など、情報の共有の場を設けます。

②…地域区長会の会議は、できる限り各地域の区が抱える課題の解決のための議論の場とします。また、

協働のまちづくり推進の先進地の取り組みなど共有できるよう、先進地視察研修、報告会などの場

を設けます。

（2）市民活動団体の情報共有

市民活動センターは、社会福祉協議会のボランティアセンターとの情報の共有を図ります。

 行動要領
①…社会福祉協議会との定期的な情報交換により、市民活動センター及びボランティアセンターの各種

講座等の情報、また市民活動団体の情報を共有します。

（3）市の情報共有

　庁内各部署が作成する実施計画に「協働事業」欄を設け、協働事業の把握及び推進を図ります。

 行動要領
①…市の施策として、あらゆる主体との協働事業を推進するため、毎年作成する実施計画に「協働事業」

欄を設け、協働が可能な事業について、市と協働を担う主体を明記し、庁内各部署の共有化を図り

ます。ここでは「協働事業」の形態を、共催、事業委託、実行委員会、事業協力及び資材提供とします。

②…市は、実施計画上の協働事業を整理し、次年度以降の協働事業について積極的に推進します。この

ため、協働事業のパートナーの公募など、当該事業実施年度に行います。

協働推進を担当する部署は、庁内他部署との連携を図ります。また、県や他市町村及びその他行政

機関との連携を図り、協働のまちづくり推進に関する情報の共有に努めます。

 行動要領
①…協働推進を担当する部署は、市が設置する「協働のまちづくり推進庁内プロジェクト」により、教

育委員会生涯学習関係部署をはじめ、庁内他部署との定期的な連絡調整を行い、地域課題の把握な

ど、情報の共有に努めます。



－ 34－

第
２
章
　
推
進
施
策
の
展
開
　
基
本
方
針 （
１
）

行動
計画

②…その他行政機関や各自治体の市民活動センターと連携し、今後協働のまちづくりを推進する上で参

考となる優良事例や取り組みなどの情報の共有に努めます。

③…市と区長との情報共有システムとして、将来的に IT の活用に向けた検討を行います。

　施策３．情報提供システムの構築

（1）あらゆる主体の情報発信

あらゆる主体の情報は、市のホームページ、広報紙、また市民活動センターのホームページ、広報紙、

センター内掲示板等により発信します。

 行動要領
①…市の広報紙等、「協働のまちづくり推進」の特集や、別冊版の発行を検討します。

②…市民活動センターにおける情報の発信については、当然、公益活動としての情報であることが必要

であり、市はそのために明確な情報掲載基準を設け、公平公正な情報発信に努めます。

③…高齢者などへの情報提供においては、情報格差を避けるため、広報紙への情報掲載のほか、回覧板

などの活用も検討します。

④…外国人に正確な情報を提供するため、外国語での情報紙の発行も検討します。

あらゆる主体の情報の発信について、地元メディアの活用に努めます。

 
行動要領
①…全市的に行う協働事業などは、市民活動センターを通じて、メディアへプレスリリースを行います。

このように、タイムリーな情報発信として、メディアへ協働事業の周知や実施状況などの掲載を依

頼します。

（2）区など自治会の情報発信

区など自治会の情報は、市の広報紙や「市区長会だより」に掲載し、発信します。

 行動要領
①…市区長会が収集した区など自治会の活動事例を、「市区長会だより」あるいは市の広報紙に掲載し

ます。

②…区など自治会独自の活動を掲載する地域区長会報などの発行や、区民が抱える課題の解決のための

取り組みを、各種集会の機会に公表します。
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（3）市民活動団体の情報発信

ボランティア団体を含む市民活動団体の情報は、市民活動センターのホームページ、広報紙、セン

ター内掲示板等により発信します。

　　　　　　
 行動要領
①…多くのボランティア団体の情報を持つ社会福祉協議会との連携により、市民活動センターは、市民

活動センターが持つ市民活動団体の情報の一元化を図り、発信します。

②…市民活動団体の情報は、「市民活動センターだより」に掲載し、発信します。

（4）市の情報発信

市職員があらゆる主体の学習の場に直接出向き、市政や制度などの情報を提供する「出前講座」の

拡充を図ります。

 行動要領
①…市民活動センターにおいて、「お試し版」として定期的に 2講座ずつ出前講座を開催します。

②…県、社会福祉協議会、病院、企業、教育機関などが実施する出前講座との連携を図り、その情報を

提供し、市民の学びの場を増やします。

③…将来を担う子どもたちの人財育成を目的とし、「子ども版出張講座」を開設します。

市民の最も身近な窓口である各支所を、市民活動センターとの連携により、情報提供の場とします。

 行動要領
　①市民活動センターにより一元化した情報を、各支所の窓口に設け、提供します。
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２　基本方針 （2）　あらゆる主体の協働に対する理解と人財育成
協働のまちづくりを進める上で、広範な協働に対する理解や人財の発掘・育成が必要であり、以下のと

おり取り組みます。

　施策１．あらゆる主体相互の理解度の向上

（1）講座などの開催
　

あらゆる主体の協働への理解を高める研修会、講演会、講座などを開催します。

 行動要領
①…市主催の協働のまちづくりに関する講演会、講座及びワークショップなどの開催のほか、あらゆる

主体との共催によるイベント、交流会、意見交換会などを開催します。講演会などの講師は、協働

を実践している市民も担います。

②…次代を担う若年層や学生などを対象とした講演会などを開催します。

③…協働事業を実践している団体との共催により、その団体が講師を務める協働事業実践講座やテーマ

を設けた協働事業などを展開します。

④…「協働のまちづくり推進」をテーマにしたシンポジウム、フォーラムを開催し、協働事例などの報

告などを行います。また、開催にあたり、市民が主体の実行委員会形式の企画チームにより、市民ニー

ズに近い催しを行います。

（2）広報の充実

あらゆる主体相互の協働に対する理解を高めるため、市のホームページ、広報紙、また、市民活動

センターのホームページ、広報紙（市民活動センターだより等）、センター内掲示板の拡充を図り

ます。

 
行動要領
①…協働のまちづくり推進に関する情報を、市内の公共施設、あるいは商業施設、病院などへ掲出します。

（3）協働事業事例集の作成

市民活動センターにおいて、協働事業の集約により、協働事業事例集を作成し、市民活動センター

及び支所窓口などに設置します。

 行動要領
①…社会福祉協議会との連携により、市民活動センターにおいて各種協働事業や公益活動事業を集約し、

毎年、協働事業事例集を作成します。

②…協働事業事例集は、成人式などで配布し、一人ひとりが協働事業や公益活動に対する理解を高める

よう促進します。

③…協働事業事例集に基づく研修会、または事例報告会を開催します。
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④…協働事業事例集を市のホームページ、広報紙、また、市民活動センターのホームページ、広報紙（市

民活動センターだより等）、センター内掲示板、並びに支所窓口に掲出します。

　施策２．人財の育成・養成
市民が主体的なまちづくりを進めるには、その中心となる地域リーダー及び協働コーディネーターの発

掘、育成・養成が必要です。また、その人財を、市の「人材バンク」へ登録・活用を図ります。

（1）地域リーダー育成システムの構築

区など自治会との連携により地域リーダーの人財の発掘に努めます。

 
行動要領
①…様々な特技やノウハウを持つ区民の発掘とその活用の仕組みづくりのため、全市 83区からモデル

区を選定します。モデル区において、アンケートにより区民の生活に不足している事項など把握し、

その事項に対して実行できる人財を地域リーダーとして募集・登録するほか、そのコーディネート・

システムを構築し、他の区の模範とします。

地域リーダーを育成するため、地域リーダー育成講座を開催します。

 行動要領
①…市主催あるいは社会福祉協議会との共催による、協働推進のための地域リーダー育成講座を開催し

ます。

②…大学や県などが実施する協働推進のためのコーディネーター養成講座への積極的な参加を促すため

の情報を提供します。

地域リーダー育成講座を修了した市民が、それぞれ地域や団体などで「認定地域リーダー」として

活動できる仕組みを構築します。

 行動要領
①…地域リーダー育成講座を修了した市民の情報を、個人情報保護法を遵守し、市区長会を通じ、各地

域の区長へ提供します。そのうえで、区など自治会が、育成講座を修了した認定地域リーダーをそ

れぞれ区など自治会が抱える課題の解決のために活用するよう促します。

②…市民活動団体が、育成講座を修了した認定地域リーダーを有効に活用するよう促します。
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（2）協働コーディネーター養成システムの構築

協働コーディネーターを養成するため、協働コーディネーター養成講座を開催します。また、協働

コーディネーター養成講座を修了した市民を「認定協働コーディネーター」とし、地域活動や市の

協働事業への関わりを深めます。

行動要領
①…市あるいは社会福祉協議会との共催による、協働コーディネーター養成講座を開催します。

②…協働コーディネーター認定制度を設け、養成講座を修了し、制度に基づく審査に合格した者を「協

働コーディネーター」として認定します。

③…認定した協働コーディネーターが、市が開催する定期的な会議に出席し、市が把握する協働事業へ

のアドバイス、あらゆる主体の協働事業の推進のためのコーディネートを行う場を創出します。

（3）「人材バンク」及びネットワークシステム

地域リーダーや協働コーディネーターをはじめ、新たな人財ネットワークシステムを構築します。

行動要領
①…地域リーダー育成講座を修了した認定地域リーダーや、認定した協働コーディネーターを、既設の

「人材バンク」に登録し、ネットワーク化を図り、あらゆる主体や市民などの要請に基づき、派遣

します。

②…社会福祉協議会が養成する地域コーディネーターの有効活用を図るため、「人材バンク」に登録し、

周知と位置づけを明確にします。
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３　基本方針（3）　市民参画の環境づくり
市が市民との協働を推進するためには、市民一人ひとりの市政への関心を高めることが必要であり、以

下の施策により機会の創出と市政への反映を目指します。

　施策１．計画策定段階からの市民参画の方法
市民参画の手法には、下表に掲げるいくつもの手法があり、計画・事業の内容などとの最適な組み合わせや

意見聴取時期を検討する必要があります。

参　画　の　方　法

任意の
参画方式

①パブリックコメント方式　②アンケート方式　③ヒアリング方式…
④モニター方式　⑤意見・作文・アイデア等の募集方式
⑥シンポジウム・フォーラム方式　⑦講習会・研究会・勉強会方式　⑧サロン方式
⑨ワークショップ方式　⑩オンブズマン方式　⑪関係団体との事前の協議

制度等による
参画方式

①公聴会・住民説明会　②審議会・委員会・懇話会　③条例・要綱
④住民投票制度　⑤条例の制定・改廃請求　⑥請願・陳情　⑦直接請求
⑧住民監査請求、住民訴訟　⑨公文書公開請求

任意の参画方式
① パブリックコメント方式

概　要

パブリックコメントは、市の基本的な政策等の形成過程において、その政策に関する計
画等の趣旨、内容等必要な事項を公表し、広く市民等から意見、情報、提言等を募集し、
提出された意見等を考慮して政策等の意思決定を行うとともに、これらに対しての市の
考え方を公表する手法である。

効　果
市が条例や計画などを定める前に、その影響が及ぶ対象者などの意見を事前に聴取し、
その結果を反映させることによって、よりよい行政を目指すものである。

留意点
事前に原案が公表されることで、条例や計画を定めるまでの流れがわかりやすく、見え
やすくなることが必要である。

② アンケート方式

概　要
アンケート調査は、各種行政計画の策定段階において最もよく用いられる手法である。
アンケート調査を行うに当たっては、対象者に対して少なくとも調査の目的、対象、期
間、配票・回収方法、問い合わせ先は明確に示しておく必要がある。

効　果
調査の際に、アンケート調査の目的（各種行政計画策定の目的等）を周知することなど
により、広報的な機能を持たせることも可能である。

留意点
配票・回収とも郵送で行うアンケート調査では、一般的に他の方法に比べて回収率が低
くなる傾向にあることから、回収率を高めるために、調査協力へのお礼も兼ね、提出を
促す通知を再度郵送するなど工夫をする必要がある。
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③ ヒアリング方式

概　要
団体、組織、グループや個人に対する聞き取り調査であり、アンケート調査と並んで各
種行政計画の策定過程によく用いられている手法である。

効　果
相手に調査の趣旨を説明しやすく、かつ相手の意見について聞き込むことが可能である。
また、各種団体、組織、グループや市民と行政との交流を深めるきっかけづくりとして
捉えることもできる。

留意点
一度にヒアリングできる時間、内容にも限りがあり、あらかじめヒアリング内容を十分
検討しておく必要がある。

④ モニター方式

概　要
公募した市民を「市政モニター」や「環境モニター」などという形で登録し、市政等に
関する意見を聴取したり会議への出席を求めたりするものである。

効　果
行政としては、様々な立場の市民の意見を聴取することができ、行政では考えつかなかっ
た意見や把握しにくかった実態を知ることができる。

留意点
モニターが一部の人に固定してしまうことを避けるため、モニターの選定方法について
十分検討する必要がある。（例：無作為抽出などにより広く市民の参画を促す）

⑤ 意見・作文・アイデア等の募集方式

概　要 テーマを決めて、市民から意見・作文・アイデアなどを募集するものである。

効　果
特に公共施設などの愛称名募集などの方式は、それらが広く市民に親しまれることから、
近年こうした方式を採用している。作文の場合は具体的な意見や考えを読みとることが
できる。

留意点
選考基準を明確にしておく必要がある。また、選考から漏れた作品等をどう取り扱うか
についても検討しておく必要がある。

⑥ シンポジウム・フォーラム方式

概　要

シンポジウムとは 1つのテーマについて何人かのパネリスト（講演者）が意見を述べ議
論する形式の討論会のことであり、フォーラムとは公開の討論会や座談会のことである。
シンポジウムやフォーラムにおいて、市民をシンポジストやパネリストとして行う方式
も増えている。

効　果
多くの人の意見を聞くことができ、かつ議論に参加することができるため、同時に多く
の人々の意識を高め、共通認識を有することができる機会と捉えることができる。

留意点
開催日時の設定、討議テーマの設定、パネリストの選定について十分検討する必要があ
る。
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⑦ 講習会・研究会・勉強会方式

概　要
限られたテーマについて検討する場合に有効かつ必要な方式である。市民、企業、大学、
行政など異なる立場の者が課題を共有し、学習や議論を深めていく方法である。

効　果
限られた人数で学習や議論を深め、意見をまとめていくことができ、プロセスを通じて、
ネットワークや行政との信頼関係が醸成される。

留意点
目的を明確にし、行政としてフォローをきめ細かく行っていくか、ある程度自主性に任
せるかを見極める必要がある。

⑧ サロン方式

概　要
あるテーマについて任意の市民が参画し、自由な討論を行う会合を重ね、多種多様な意
見を効率的に集約する。

効　果
自由討議のため屈託のない議論を展開でき、合意形成まで至れば、出席者間の信頼感が
生まれる。

留意点 自由討議のため意見の食い違いや議論が散漫になる可能性もある。

⑨ ワークショップ方式

概　要

ワークショップとは、現状把握からはじまり、問題点や課題の整理、分析、計画の方向
性の提言、計画案、設計案づくりなどを行うのに適した参画の手法で、それぞれの立場
で意見を出し合う場合でも、時間を無駄無く使って、平等かつ合理的に意見をまとめら
れる方法であるとされている。

効　果
誰もが参画でき、かつ声の大きい人の意見ばかりが通ることがないため、参画者の満足
度が高い。

留意点
開催側には楽しく進行する工夫や、話し合いを仕掛けるテクニックなど、ある程度の力
量が求められるため、そのテクニックを習得した人財の確保・育成が必要である。

⑩ オンブズマン方式（行政監視の市民参加）

概　要

オンブズマン制度という場合と市民オンブズマンという場合では意味が異なる。オンブ
ズマン制度という場合は、オンブズマンが行政に対する苦情を受け付け、中立的立場に
たってその原因を究明し問題を解決していく制度である。市民オンブズマンは、市民の
自主的な監視活動を指す（川崎市のように行政上の制度に市民オンブズマンと称してい
る場合もある）。問題の発見を自らが行い、特に支出面における監視に重点をおくとい
う点でオンブズマン制度とは異なるものである。
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⑪ 関係団体との事前の協議

概　要
関係団体の意向を聞いたり、市の案を説明し、事前に意見調整するなど、団体との協力
関係の維持や、団体への協力を依頼する目的で打ち合せや会合などの形で実施される。

効　果
従来から用いられてきた手法で、比較的短時間で団体の意向を把握でき、意見調整がで
きる。

留意点
公平性から、団体の選定に配慮するとともに、互いに馴れ合いにならないよう、運営に
注意する必要がある。

制度等による市民参画の方法
① 公聴会・市民説明会

概　要
公聴会という場合には、一般に法律上開催を義務づけられた公式的な意見聴取の場を指
すことが多い。市民説明会は、行政がある事案について説明するものであり、その結果
として意見を聴取したり、議論したりすることは当然あり得るものである。

効　果
行政からすれば関係者に一同に集まってもらい、説明ができ、かつ意見を聴取すること
ができる。参加者からすれば、説明を受けるもしくは意見を述べるだけで良いので気軽
さを感じ負担にもならない。

留意点
出席者の意見を計画策定に反映させるというより、広く意見を聞くという性格が強く、
一般的には議論の場としては弱い。「行政が説明しっぱなし」「市民は聞きっぱなし」と
批判されることをできるかぎり避けるよう配慮する必要がある。

② 審議会・委員会・懇話会

概　要

審議会・委員会は複数の委員で構成される合議制の機関である。法律、条例、要綱を根
拠とするもののほか、それらに根拠を置かず任意で設置されるものもある。審議会や諮
問委員会の場合は、会議自体の決定権限は有しておらず、あくまでも提起事案について
意見を述べるものである。

効　果
審議会・諮問委員会では、行政が一定の委員を選任し、委員の合議による答申を受ける
ことから、会議運営及び策定過程の民主制の確保、学識経験者等の参画による専門知識
の導入、関係者の利害調整などを図ることができる。

留意点
審議会・諮問委員会の委員が固定化するようなことがあると、活発な議論を望むことは
難しくなるため、委員の選考については十分に検討する必要がある。
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③ 条例・要綱

概　要
市民参画のまちづくりを制度的に担保するものである。市民参画の手続き等を明文化す
ることによって、参画手法の広い認知や問題意識等の共有につながるとともに、実際の
活動の継続的な保証が可能となる。

効　果
市民参画の仕組みがあることにより、市民活動の立ちあがり等が比較的容易になり、ま
た市民主体のまちづくりが条例等に位置づけられることによって、社会的な認知度も高
まり、市民の意識の啓発にもつながる。

留意点
条例の持つ精神をより実践的に生かしていくことが重要である。手法については、単一
的な手法よりも、計画の目的や内容等に応じて選択できるよう、柔軟に運用できる条例
等を制定することが重要である。

④ 住民投票制度

概　要

日本国憲法第 95条における特別法に委ねられている住民投票は、強制力のない住民の
意思表明手段であり、特定の事案に対する住民の意思表明手段として実施され話題を呼
んでいる。最近では、合併に関して、条例による住民投票を行う場合が多い。この場合
は、公職選挙法の適用を受けないので、未成年者の一部、永住外国人に投票権を与える
などしている。また、恒常的に重大問題については住民投票を行える条例を制定する自
治体が増えている。

効　果 市民が投票に関する事項について関心を寄せることができる。

留意点
実際に住民投票結果に強制力を伴うものではないので、投票結果と異なる政策決定がな
されることもある。

⑤ 条例の制定・改廃請求

概　要
地方自治法第 12条及び第 13条では住民の直接請求権を定め、同法第 74条から第 88
条において直接請求制度が定められている。その中で、計画策定に関わるのは第 74条
の条例の制定・改廃請求制度である。

⑥ 請願・陳情

概　要

請願権は、日本国憲法第 16条で認められており、これを受けて官公庁に対する請願手
続きが請願法に定められている。また、地方自治法第 124 条及び第 125 条では、地方
議会への請願の手続き及び処理について定められている。後者については、地方議会に
提出する請願においては議員の紹介が必要であり、地方議会は不備がない限り請願を受
理しなければならない。請願は、議会において審査を受け、採択した請願で当該地方公
共団体の長等において措置することが適当と認めるものは、これを送付し、その請願の
処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
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⑦ 直接請求

概　要

地方自治法では、行政の住民による直接のコントロールとして、条例の制定・改廃請求
権及び事務の監査請求権 (第12条 )、議会の解散請求権及び主要公務員の解職請求権 (第
13 条 ) を住民に認めている。このうち、条例の制定・改廃請求以外は行政に対する住
民の監視という面が強く、解職・解散請求は住民の意思に長や議会が反すると住民が判
断した場合や非行行為に対して職にふさわしくないと判断した場合に起こされることが
多い。また、事務の監査請求は、行政運営が適正に行われることを担保する手段として、
直接住民が監視する制度を設けることにより、行政運営の適正化・合理化を図ろうとす
るものである。

⑧ 住民監査請求、住民訴訟

概　要

地方自治法第 242 条では、住民は地方公共団体の執行機関や職員について、違法もし
くは不当な財務上の行為等があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め、当該行
為を防止もしくは是正し、損害を補填するために必要な措置を講じるよう請求できると
している。住民監査請求が事務監査請求と異なる点は、住民 1人で請求することができ、
具体的な事案を対象とすることである。また、その目的も事務監査請求と異なり、違法
又は不当な行為により住民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を
確保する観点から行われる。この住民監査請求によって目的を達成できない場合には、
同法第 242 条の 2で住民が裁判所に訴え（住民訴訟）を起こすことができるとしている。

⑨ 公文書公開請求

概　要

安曇野市情報公開条例は、行政情報公開制度の総合的な推進を図ることにより、市民の
市政に対する理解と信頼を深め、市民参画を促進することを目的として定められている
（第 1条）。第 5条において、何人も、実施機関に対し、管理する公文書の公開を請求
できるとしている。また、第 7条において、実施機関は公開の義務があるとし、原則公
開を定め、特例として「非公開情報」を掲げている。

　施策２．市民参画を導入すべき事務事業
計画策定段階から市民の参画を得て進めるべき事務事業としては、下表のものが考えられます。

参加の方法 内　容　等
　　ア　中・長期的計画の策定 基本構想・基本計画等、市政の基幹となる重要な計画

　　イ　主要な計画の策定・改定 福祉、環境、都市計画などの計画の策定・改定

　　ウ　重要な政策決定 特に重要な政策

　　エ　重要な条例の制定・改廃
・各施策の基本理念等を定める条例
・市民に対する権利義務が生ずる条例
・その他市民生活における重要な条例の制定・改廃

　　オ　公共施設の構想 ･ 設計
どの場所にどのような機能を持った施設を配置すべきか
などの構想、基本の設計
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　施策３．公募委員・会議公開の取り組み
市民が行政運営に参画する手法の一つとして、附属機関（審議会・委員会など）の委員として参画する

方法があります。市では、「附属機関等の設置及び運営に関する指針」を制定しています。この指針は、

公募による委員の選任により、新しい考え方、斬新なアイデアを事務事業に反映することを期待すると

ともに、運営の硬直化を防ぐため、委員の在任期間、兼職の制限、女性委員の参画を促すための目標値

を示しています。

また、会議の透明性・公平性を確保するため、会議の公開、会議概要の公表に関しても規定しています。
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４　基本方針（4）　主体的な市民活動の促進
協働のまちづくりの推進を目指し、あらゆる主体がそれぞれ主体的に役割を果たせるよう、次のとおり

促進します。

　施策１．主体的な市民活動の促進

（1）市民
　

市民一人ひとりがまちづくりの主役であることを意識し、様々な課題解決の場に参画できるよう区

など自治会に加入し、また地域活動やボランティア活動などを通じて、地域づくりに積極的に参画

するよう促します。

 行動要領
①…市政への関心を高めるため、市のホームページや広報紙などにより、情報を提供します。また、

地域づくりや課題解決への主体的な参画を促すための情報の提供に努めます。

②…市民の学びの場から地域課題の解決の場となる公民館事業や各種講座、出前講座など学習機会を創

出するよう促します。

③…区など自治会への加入を促進するため、転入時に区など自治会の意義や加入することの必要性を掲

載した案内を配布します。

④…社会福祉協議会との連携により、市民一人ひとりのボランティア活動への積極的な参画を促すため、

活動団体や活動内容などを紹介します。

（2）区など自治会
市は、市区長会との連携により、市区長会が目指す、次に掲げる市区長会または区など自治会の活動を

支援します。

　　１ 地域基礎コミュニティの再構築

少子高齢化や核家族化など社会情勢の変化とともに、隣同士の関係が希薄になってきています。区

など自治会は、隣組など区内の基礎コミュニティ単位をはじめとし、地域課題解決の場としての地

域交流会の開催など、顔の見える関係づくりの再構築を目指します。

 行動要領
①…隣組などの単位による、レクリェーション大会や親睦会などを通じた世代間交流を図ります。

②…隣組などの単位による、地域課題の抽出や課題に対する解決策を探るワークショップなどを開催し

ます。

③…隣組などの単位による、防災訓練の実施または災害時の避難経路や支え合いマップなどの確認など、

災害対策などを通じて日頃からの近所づきあいを強化します。
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　　２　区など自治会の事業及び組織の見直し

市民のライフスタイルの多様化等により、区など自治会の事業への参加者が少なく、地域の伝統的

行事が失われつつあり、区など自治会の事業自体がマンネリ化の傾向も見られます。同時に、市と

区の縦割りの関係とともに、区など自治会の組織も縦割りであることが円滑な事業推進を妨げてい

るケースも見受けられることから、区など自治会は、旧来の事業と組織について見直し、新たに多

くの区民が参加できる仕組みへの転換を検討します。

 行動要領
①…地域の伝統行事の継承のため、世代間交流が図れる事業を展開します。

②…アンケートを通じて、区など自治会が抱える事業や組織の課題などを共有し、見直しの参考と

します。

③…具体的な事業計画策定に、世代を超えた多くの区民が参画できる機会を創出します。

④…区長をはじめ、区など自治会に関わる組織の役員の最適な任期を検討するなど、区など自治会の規

約の見直しも行います。

　　３　役割分担と自治意識

区など自治会は、地域課題の解決において、役員だけが携わるのでなく、年代・性別を超え、多く

の区民が参画し、議論の場を通じて、お互いに役割を分担するとともに、構成する区民一人ひとり

の自主性、自発性を求め、自治意識を促す啓発事業を検討します。

 行動要領
①…地域課題に対して、多くの区民がその要因や背景などを学習し、解決方法に対する合意形成を図る

ため、従来の会議体形式からワークショップや意見交換会など、参画しやすい形式の導入を検討し

ます。

②…防災に関する事業として、地域コミュニティが重要であるため、隣同士の支え合いの大切さなど、

区など自治会の広報紙などで啓発します。

③…社会福祉に関する事業として、地域の絆と区民相互の助け合いを進めるため、安曇野市社会福祉協

議会福祉員制度の普及・啓発に努めます。

④…生活環境に関する事業として、景観保全、防犯対策、移住・定住促進などを目的とする「空家調査」

を市との協働事業として検討します。

⑤…区民の自治意識を促す啓発事業を通じて、区民の役割を分担し、地域の課題の解決に努めます。
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　　４　地域の課題を地域で解決する
　　　　　

区など自治会は、区など自治会が主催する生涯学習を基盤とし、多くの区民の参画により、「学び」

から「地域課題を地域で解決する」仕組みを構築します。

 行動要領
①…地区公民館を拠点とした地域課題に対する学習の場を創出するとともに、多くの区民が学び、議論

し、合意形成を図る仕組みを構築します。

②…地区公民館や地区社協などを中心とした、区民のだれもが集え、話し合いや交流ができるサロンの

設置を推進します。

　　５　コミュニティ・ビジネス※７の創出
　　　　　　　　

区など自治会は、地域課題の解決や地域づくりによる地域の生活や福祉の向上を目指すため、利益

のみを目的としない、コミュニティ・ビジネスの取り組みについて検討します。

 行動要領
①…地域課題を共有し、その解決に向けて、持続性・継続性の観点から、コミュニティ・ビジネスの導

入など検討します。

②…コミュニティ・ビジネスを理解するため、市区長会により他の自治体などの事例を広報します。

　　６　位置づけの明確化

市区長会は、区など自治会の意義や役割など、「区のあり方」を研究し、「安曇野市区の協働推進マニュ

アル（仮称）」（以下、「区協働マニュアル」という。）を作成し、市民に広く周知します。

 行動要領
①…「区協働マニュアル」を市民に配布し、区など自治会に対する理解を高めます。

②…「区協働マニュアル」を市のホームページ及び広報紙へ掲出し、また市民活動センターに設置します。

③…「区協働マニュアル」を、市の戸籍窓口に置き、区など自治会の概要を転入者に配布し、区など自

治会への加入を促します。
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　　７　あらゆる主体との連携

区など自治会は、様々な地域課題を解決するため、区など自治会内外で関連する組織またはあらゆ

る主体との連携を構築します。

 行動要領
①…地域課題を解決するため、区など自治会内外で関連する様々な組織（区や自治会、地区公民館、地

区社協、子ども会育成会、自主防災組織、老人クラブ、民生児童委員、健康づくり推進員など）と

の横断的連携の仕組みを構築します。

②…日頃から地域内外のNPOやボランティア団体などの市民活動団体の把握に努め、事業を企画する

段階から、関連する市民活動団体等に呼びかけ、それぞれが抱える課題（高齢化、子育て、空家、

防災、都市環境など）に応じて、関連する組織の連携を目指します。

③…市区長会及び地域区長会において、地域の課題解決を図るため横断的組織を進めている区など自治

会の事例を周知し、各区など自治会で定例的なワークショップなど開催し、発表します。

（3）市民活動団体

あらゆる主体との連携に努めるとともに、特に継続性、持続性の観点から、区など自治会との連携

を図り、より地域に根ざした活動が推進できる仕組みづくりを支援します。
 
行動要領
①…区など自治会との協働事業を希望する場合、区など自治会の情報を提供し、連携が必要な区など自

治会の選定やその推進について支援します。

②…区など自治会との協働事業を実施するうえで、区民ニーズに合った、また、メリットが生まれるよう、

事業の企画の段階から連携が図れるよう支援します。

（4）企　業

　　１　公益活動への参画

企業も地域の一員として、あらゆる主体との連携により、積極的な公益活動への参画を促すととも

に、構成員一人ひとりの協働意識を高めるための企業内の研修や講座の実施を働きかけます。

 行動要領
①…必要に応じて、企業による近隣の区など自治会との日常的な公益活動との連携について支援します。

②…企業が実施する、協働事業のパートナーの選定や事業推進の支援を行います。

③…企業が実施する、構成員の公益活動への積極的な参画を促すための企業内研修などに協力します。
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　　２　企業の特性を活かす

企業が持つあらゆる技術やノウハウなど、社会貢献活動に活かします。

 行動要領
①…企業が持つ高度な技術や専門性などのノウハウを、必要に応じて、あらゆる主体との連携により、

公益活動に活かせるよう協力します。

（5）教育機関

児童、生徒、学生の教育視点から、小・中学校、高校、大学など教育機関が区など自治会、市民活

動団体、企業、または市との連携により、協働事業や公益活動の場に参画できるよう支援します。

 行動要領
①…教育機関があらゆる主体と協働事業を進める上で、児童、生徒、あるいは学生を単なる「お手伝い」

という感覚でなく、将来を担う子供たちや学生を育てることを目的とし、お互いにメリットをもた

らすよう促します。

②…小・中学校があらゆる主体と協働事業を進める上で、学校の学習に影響がなく、かつ、教師の負担

にならないよう市教育委員会との連携を十分図ります。

③…高校及び大学があらゆる主体と協働事業を進める上で、生徒や学生の主体性を十分尊重し、その成

果が形として残るよう促します。
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第３章　協働のまちづくり推進システム
１　推進体制
　施策１．推進体制の確立

（1）安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び安曇野市協働のまちづくり推進行動計画
　　策定・評価委員会（以下、「協働委員会」という。）

協働委員会は、「安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び安曇野市協働のまちづくり推進行動

計画」（以下、「基本方針及び行動計画」という。）を策定し、その計画に基づき協働推進を図ると

ともに、その進捗管理と事業評価を行います。

（2）区担当職員制度

職員一人ひとりが協働コーディネーターとしての自覚と責任を持ち、各区など自治会が行う事業等

への積極的な参画を促します。また、協働に対する職員の意識やコーディネート能力の向上のため、

当該制度の意義と役割を明確にします。

（3）自治基本条例（仮称）

市民一人ひとりが、いきいきと心豊かに暮らせる協働のまちづくりを実現するため、基本方針及び

行動計画に基づく協働の推進を図るとともに、市民が主役のまちづくりを目指し、自治基本条例（仮

称）の制定に向けた検討を行います。

 
行動要領
①…自治基本条例（仮称）制定に向けた研究会を設置し、条例の意義、推進方法やそのスケジュール、

条例に掲げる事項について審議します。

②…自治基本条例（仮称）の制定にあたり、市民の意見を十分に反映させるため、地域懇談会やワーク

ショップなど市民参画の場を設けます。

③…自治基本条例（仮称）制定にあたり、市議会との連携を図ります。

（4）地域課題の解決への職員参画

地域の課題を地域で解決するため、また地域で解決できない課題の解決のため、課題に関係する部

署、並びに協働推進を担当する本庁及び支所の職員が、必要に応じて区など自治会の会議などに参

画します。

 
行動要領
①…地域が抱える課題の解決のため、協働推進を担当する本庁及び支所の職員は、必要に応じて区など

自治会が実施する会議などに参画し、その課題解決に向けた調整を行います。また、区など自治会

で解決できない課題に対して、市の関係する部署の職員を参画させるほか、専門性の高い市民活動

団体、教育機関、企業などの参画を促します。
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（5）職員の実践研修

職員の協働に対する理解と協働による施策の展開を図るため、職員協働推進のマニュアルを策定し

ます。そのマニュアルに基づき、協働事業をより効果的に推進するため、意識改革や人財育成を目

的とした研修会やワークショップの開催、協働実践事業への参画を促進します。

 
行動要領
①…市職員の協働のまちづくり推進に対する理解を高めるため、職員協働推進のマニュアルを策定する

とともに、協働のまちづくり推進実践研修あるいはワークショップを実施します。

②…実践を通じて協働のまちづくりを理解するため、市と他の主体とが具体的に協働事業へ参画できる

システムを構築します。

（6）庁内部署の横断的連携及びあらゆる主体などとの連携システム

庁内部署の横断的連携を図るとともに、あらゆる主体及びその他の行政機関との連携システムを構

築します。

 
行動要領
①…「協働のまちづくり推進庁内プロジェクト」は、あらゆる地域課題に応じ、常に関連する部局相互

の連絡調整など情報を共有し、連携します。

②…庁内各部署は、区など自治会、市民活動団体、企業及び教育機関などとの連携を図ります。

③…協働のまちづくり推進を図る上で、県あるいは他市町村などその他行政機関との連絡会議等を通じ

た連携を強化します。

　施策２．コーディネート・システムの確立

（1）市民活動センター
協働推進の拠点として、市民活動センターの位置づけを明確化するとともに、協働を担うあらゆる主体

の情報収集・提供、交流・スキルアップ事業の場を創出します。

　　１　情報の一元化

あらゆる主体の収集した情報を、市民活動センターで一括管理し、その情報の一元化に努めます。

そのため、情報一元化システムを構築します。

 
行動要領
①…あらゆる主体の団体情報として、団体の活動内容、イベント情報、スタッフ募集などの情報を収集し、

市民活動センターのホームページに掲載します。また、各種研修会や講演会、講座などの案内を行

うなど、スキルアップのための事業への参画を促すとともに、様々な協働事業のコーディネートが

行えるよう、情報を一括管理します。
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　　２　市民活動団体などの登録

市民活動センターにおいて、あらゆる主体が行う活動をサポートするとともに、協働推進を図るた

め、市民活動団体登録を行います。

指　標 現在（Ｈ 24） 目標（Ｈ 29）

市民活動登録団体数 51 150
（出典：第 1次安曇野市総合計画　後期基本計画）　

 
行動要領
①…市民活動センターは、市区長会、社会福祉協議会、市商工会及び市教育委員会などが収集する団体

情報により、団体相互の情報共有や協働事業の推進が図られるよう、各団体の登録促進を図ります。

　　３　ネットワークの構築

あらゆる主体相互のネットワーク化を図り、より協働事業が推進できる仕組みをつくります。

 
行動要領
①…市民活動団体登録をした団体を、福祉、環境、産業など分野ごとにネットワーク化します。また、

分野ごと、あるいは他の分野との情報交換、交流会や課題の共有、課題解決のための研究会などを

実施する場を創出します。

　　４　市民活動コーディネーターの配置

市民活動センターに、市民活動コーディネーターを配置し、協働の推進を図ります。

 
行動要領
①…市民活動センターには、協働を深く理解し、協働を担うあらゆる主体に信頼を置かれ、また、協働コー

ディネートとしてのノウハウを持つ専属の市民活動コーディネーターを配置します。

②…市民活動コーディネーターは、協働を担うあらゆる主体の情報を集約し、複数の団体をつなげるな

ど必要に応じたコーディネートを行います。
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（2）支所
　　１　協働推進の専門員の配置

各支所に、区など自治会、市民活動団体の運営や事業に係る相談、あるいは協働事業のコーディネー

トを行う専門員の配置に努めます。

 
行動要領
①…支所は、市民活動センターとの情報を共有するとともに、市民（個人、　団体）の課題の相談対応

や協働をコーディネートできるスキルを有する職員の配置に心がけます。

②…協働コーディネーターが、窓口での業務に限らず、積極的に課題の現場で対応するよう心がけます。

　　２　協働の窓口

各支所は、公民館（分館）とまちづくり部局の連携により、市民の最も近い行政として、あらゆる

主体の協働や地域づくりの窓口となります。

 
行動要領
①…市民の最も身近な窓口である支所は、協働のまちづくりを推進するための環境が整備されることが

重要であり、このため公民館主事など資格を持つ公民館活動に精通した人財、またコミュニケーショ

ンやコーディネート能力の高い職員の配置に心がけます。

②…支所は、公民館（分館）機能を備えるため、市民の集える環境づくりに心がけます。

③…支所は、必要に応じて、市の事業全般など行政案内を紹介できる体制を整備します。

　施策３．まちづくり推進会議（仮称）の設置
　　　　　

市区長会を中心とした連携により、地域のより専門的、高度的な課題解決のため、市民及び様々な

組織の代表者で構成する市民主体の「まちづくり推進会議（仮称）」の設置について検討します。

 
行動要領
①…市区長会を中心とした連携により、区など自治会あるいは市民活動団体などで解決できない広域的

かつ専門的な課題を解決する、「まちづくり推進会議（仮称）」の組織化に向けた検討を行います。

②…「まちづくり推進会議（仮称）」の立ち上げについて、組織の意義や役割を明確にするとともに、構

成員（個人、団体）について検討します。

③…区など自治会との課題解決に向けた連携や仕組みについて、市区長会との連携により確立します。
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　施策４．協働事業の進捗管理体制の確立

（1）協働事業の進捗管理
　

各協働事業の円滑な推進を図るため、必要に応じた相談受付や事業の進捗状況等の報告を受けます。

協働事業はその結果や成果だけでなく、プロセスが重要であり、その先駆的、模範的な取り組み事

業は、他の主体へ事例を広く広報します。

 
行動要領
①…協働推進を担当する部署は、協働事業を実施する主体からの相談や事業の進捗状況の報告を受け、

的確なアドバイスをするよう努めます。

②…協働推進を担当する部署は、協働事業を実施する主体からの相談などで解決できない事項について

は、協働委員会に報告し、アドバイスを受けます。

③…協働推進を担当する部署は、把握する協働事業の実施主体との連携により、その事業の進捗状況を

確認するとともに、進捗管理を行います。

④…協働推進を担当する部署は、把握する協働事業の実施主体との連携により、先駆的、模範的な事業を、

広く広報します。

（2）基本方針及び行動計画の進捗管理

基本方針及び行動計画に基づく協働推進の進捗管理について、年数回、協働委員会を開催し、報告

をします。

 
行動要領
①…協働推進を担当する部署は、基本方針及び行動計画の進捗状況について、協働委員会に年数回報告

をします。

　施策５．協働事業の評価体制の確立

（1）協働事業の評価

事業が完了した各協働事業は、必要に応じて、自己評価を行い、その報告を協働委員会へ行うもの

とします。その事業の評価を協働委員会において行います。

 
行動要領
①…協働推進を担当する部署は、把握する協働事業の実施主体に対し、自己評価を行うよう促します。

②…協働推進を担当する部署は、協働委員会で評価するためのテンプレートを作成し、完了した把握す

る協働事業をとりまとめ、協働委員会に提出し、評価を依頼します。

③…協働委員会の評価が、PDCA サイクル※８に基づき実施されるよう依頼します。
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（2）基本方針及び行動計画に係る評価

基本方針及び行動計画に基づく評価を実施するため、各年度末に協働委員会を開催し、その報告に

基づく評価を依頼します。

 
行動要領
①…協働推進を担当する部署は、各年度末に開催する協働委員会に、その年度における基本方針及び行

動計画に基づく報告を行うとともに、その評価を協働委員会に依頼します。…
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２　推進支援

（1）人財育成支援
　施策１．地域リーダー育成講座

地域づくりを中心的に担うリーダーを育成するため、「地域リーダー育成講座」を開催します。

　

　施策２．協働コーディネーター養成講座
市民の主体的なまちづくりを進めていくため、協働推進のコーディネーターを養成する「協働コーディ

ネーター養成講座」を開催します。

（2）助成、制度による支援
　施策１．つながりひろがる地域づくり事業

区など自治会のコミュニティの形成や市民活動団体の育成のため、つながりひろがる地域づくり事業補

助金を交付します。

　施策２．市民提案制度
市民活動団体などが、市政に基づき、地域課題の解決に向けた協働事業のアイデアを提案する制度を設

けます。

　施策３．区交付金
市区長会との連携により、現在区など自治会に支出している補助金や交付金を見直し、一括交付金の検

討を行います。

（3）相談窓口の設置
　施策１．あらゆる主体の運営等相談

あらゆる主体の運営等の相談窓口を、市民活動センターのほか、支所や協働推進を担当する部署に置き

ます。

　施策２．立ち上げ支援
目的型市民活動団体の設立、運営等に関する相談窓口を、市民活動センターのほか、支所や協働推進を

担当する部署に置きます。

　施策３．ＮＰＯ法人設立支援
ＮＰＯ法人設立に対する支援を行います。

　施策４．特別相談日の設置
市民活動センターにおいて、あらゆる主体の事業や運営上の課題などの相談を受け付ける市民活動特別

相談日を設けます。
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（4）交流・スキルアップ支援
　施策１．あらゆる主体相互の交流事業

市民活動登録団体をはじめ、協働を担うあらゆる主体相互の交流や情報交換を市民活動センターを中心

に実施します。

　施策２．あらゆる主体の運営スキルアップ事業
市民活動登録団体をはじめ、協働を担うあらゆる主体が円滑に運営できるよう、市民活動センターを中

心に運営スキルアップ事業を実施します。
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【用語の解説】
※１　新しい公共

「新しい公共」とは、多様化、高度化してきた市民ニーズにきめ細かく応えるため、これまでの「公共

的なことはすべて行政が担うべき」との考え方を改め、あらゆる主体が担い手として、積極的に地域づ

くりに参画し、それぞれの担う役割と責任を果たすとともに、協働・連携しながら行う領域です。

　
※２　「自助」、「共助」、「公助」

「自助」とは、自らが自己責任で課題を解決することです。

「共助」とは、あらゆる主体が協力して課題の解決に関わることです。

「公助」とは、行政があらゆる課題解決に関わることです。

※３　公益活動
「公益」とは、「利益＝利己」のためでなく、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に

寄与する活動であり、市民や企業、学校などが自らの自由意思に基づいた自主的・自発的な活動、いつ

でも誰でも自由に参画できる開かれた活動であり、宗教や政治活動を目的としないものです。

※４　アダプトシステム
「アダプト」とは、「養子縁組をする」という意味です。市民が道路などの公共スペースを、養子のよう

に愛情をもって面倒を見る（清掃・美化）ことから命名されました。自治体と市民がお互いの役割分担

について協定を結び、継続的に美化活動を進める制度です。1985 年、アメリカでハイウェイのボラン

ティア清掃活動として始まりました。

 ※５　地域リーダー
「地域リーダー」とは、広い視野と深い見識、卓越した想像力と豊かな人間性を備え、常に問題意識と

確固たる使命感を持ち、積極的・主体的に地域で活動をする役割です。

※６　協働コーディネーター
「協働コーディネーター」とは、地域の資源（ひと・もの・かね　＋歴史・文化＋自然）をつないで、

地域課題解決に結びつけ、また新たな価値を生み出す役割です。
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※７　コミュニティ・ビジネス
「コミュニティ・ビジネス」とは、地域の資源を生かしながら、地域課題の解決を「ビジネス」の手法

で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新た

な創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものです。

事例としては、農産加工会社「小川の庄」（長野県）、分譲マンション建設・運営「シニア村」（茨城県）

などがあります。（関東経済産業局：2008）

※８　PDCA サイクル
主に企業が、事業活動における管理業務を継続的に改善する手法の 1つで、以下のことを表しています。

　① Plan（計画）：実績や予測から、目標を設定し、具体的な行動計画を作成する。

　②Do（実行）：組織と役割を決定・配置し、計画に沿って業務を行う。

　③ Check（評価）：業務が計画に沿っているか、途中で評価する。

　④ Action（改善）：業務が計画に沿っていない場合、必要に応じて調査し、修正する。
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協働のまちづくり推進システム概念図
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市民活動センターを拠点とした情報一元化システム
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協働事業に係る評価システム（PDCA）概念図
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つながりひろがる地域づくり事業補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　支え合う地域社会を目指し、市民活動団体が行う自主的で主体的な地域に根ざした市民活動事

業に対して、予算の範囲内でつながりひろがる地域づくり事業補助金（以下「補助金」という。）
を交付することについて、安曇野市補助金等交付規則（平成 17年安曇野市規則第 41号）に定
めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条　この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）　市民活動　市民が自発的かつ自主的に行う活動であって、公益性があり不特定多数の人
の利益に寄与することを目的とする非営利社会貢献活動をいう。ただし、政治活動及び
宗教活動は、除く。

（２）　地域型組織　一定の地域の中で、コミュニティの形成を目的とした市民活動に取り組む
組織をいう。

（３）　目的型組織　ＮＰＯ、ボランティア団体その他の市民活動を目的として設立された組織
をいう。

（４）　市民活動団体　市内に活動の拠点を置く地域型組織又は目的型組織をいう。

（対象事業）
第３条　補助金の対象事業は、協働の啓発を伴い、次の各号のいずれにも該当する地域の絆を強める事

業とする。
（１）　市民活動がモデル的であり、発展性及び継続性があること。
（２）　新たな地域の世代間等市民交流機会の創出が図れること。
（３）　国、県及び市からの助成を受けていないこと。
（４）　宗教又は政治関連事業でないこと。
（５）　特定の企業、団体及び個人の利益を追求する事業でないこと。

（対象団体）
第４条　補助の対象となる団体は、当該団体の区分に応じ、次の表に掲げる要件を満たす市民活動団体

とする。

区　分 要　件

地域型組織

次のいずれかに該当すること。
ア　安曇野市区長会を構成する区（以下「区」という。）であること。
イ　地区公民館、地区社会福祉協議会その他の区に関係する地縁を基礎と
　　する組織であること。
ウ　ア及びイ以外で、地縁による結び付きがあると認められる範囲内に
　　居住する市民が 10人以上構成員となっている組織であること。

目的型組織
次のいずれにも該当すること。
ア　市民が５人以上構成員となっていること。
イ　団体の設立目的、組織、代表者等に関する定めがあること。
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（交付対象経費）
第５条　補助金の交付対象経費（以下「対象経費」という。）は、対象事業の実施に要する次の各号に掲

げる経費とする。ただし、事業収入等がある場合は、経費から事業収入等の額を控除して得た
額を対象経費とする。
（１）　事務消耗品費
（２）　役務費
（３）　謝礼
（４）　原材料費
（５）　印刷製本費
（６）　借上料
（７）　備品購入費（事業実施に必要と認められるもの）

（補助金の交付額）
第６条　補助金の交付額は、対象経費の２分の１以内とし、20万円を限度とする。

（補助金の交付申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする市民活動団体は、市長が別に定める申請期限までにつながりひ

ろがる地域づくり事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

（補助金の交付決定）
第８条　補助事業の採択の可否を決定するため、選考委員会を設置し、委員長は市民生活部長を、委員

は各支所地域課長、政策経営課長、財政課長及び地域づくり課長をもって充てる。
２　選考委員会は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否
及び額を決定するものとする。

３　市長は、前項の決定に基づきつながりひろがる地域づくり事業補助金交付決定通知書（様式第
２号）又はつながりひろがる地域づくり事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申
請者に通知するものとする。

（交付の条件）
第９条　次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

（１）　事業の内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに市長に申請し承
認を得ること。

　　　ア　事業の実施箇所の変更等主要な内容の変更
　　　イ　交付対象経費の変更
（２）　事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長に申請し承認を得ること。
（３）　事業終了後、補助事業成果発表会において公表すること。
（４）　事業に係る帳簿又は証拠書類は、事業の終了の日の属する年度の翌年度から起算して５

年間整理保存すること。

（申請事項の変更）
第10条　市民活動団体は、前条第１号及び第２号に規定する変更が生じた場合は、速やかにつながりひ

ろがる地域づくり事業補助金変更（中止・廃止）等承認申請書（様式第４号）を市長に提出
し、承認を得なければならない。
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２　市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、つながりひろがる地域づくり事業補
助金変更（中止・廃止）等承認通知書（様式第５号）又はつながりひろがる地域づくり事業補
助金変更（中止・廃止）等不承認通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。

（実績報告書）
第11条　補助金の交付決定を受けた市民活動団体は、補助対象事業が終了したときは、つながりひろが

る地域づくり事業補助金実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。
２　前項の実績報告書は、事業終了の日から 30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年
度の３月 31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

（補助金額の確定）
第12条　市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに当該報告書の審査を行い、交付す

べき補助金額を確定し、つながりひろがる地域づくり事業補助金交付確定通知書（様式第８
号）により市民活動団体に通知するものとする。

（補助金の交付）
第13条　市長は、前条の規定により補助金額を確定した後において、補助金を市民活動団体に交付する

ものとする。ただし、補助事業の執行上、補助金の交付決定後補助事業の実施前に必要と認め
る場合は、交付決定額の10分の８以内の額を概算払いで交付することができる。

２　市民活動団体は、補助金の交付を受けようとするときは、つながりひろがる地域づくり事業補
助金交付（概算払い）請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

（補助金交付の取り消し）
第14条　市長は、市民活動団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の全部又は一部

を取り消すことができる。
（１）　この要綱及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
（２）　対象事業を実施しなかったとき。
（３）　申請の内容と事実が著しく異なったとき。
（４）　その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

（補助金の返還）
第15条　市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既

に補助金が交付されているときは、当該市民活動団体に対し返還を命ずるものとする。
２　補助団体は、対象事業の実施後において、既に交付を受けた補助金に残額があるときは、当該
残額を市長に返還しなければならない。

附　則
この告示は、平成 19年４月１日から施行する。…
附　則（平成 20年 3月 28日告示第 60号）
この告示は、平成 20年４月１日から施行する。…
附　則（平成 24年 3月 21日告示第 57号）
この告示は、平成 24年４月１日から施行する。
附　則（平成 25年 3月 15日告示第 48号）
この告示は、平成 25年４月１日から施行する。…
…
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安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び
協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員会設置要綱

（趣旨）
第１条　市民と行政の協働によるまちづくりの実現を目指し、協働のまちづくり推進基本方針及び協働

のまちづくり推進行動計画（以下「計画」という。）の策定に関する事項の検討並びに計画の効
果的推進並びに点検・評価を行うため、安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び協働のま
ちづくり推進行動計画策定・評価委員会（以下「委員会」という。）を設置し、その運営に関し
必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）
第２条　委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

（１）　計画の策定に関すること。
（２）　計画の推進に関すること。
（３）　計画の進捗状況の点検・評価に関すること。
（４）　その他市長が必要と認める事項に関すること。

（組織）
第３条　委員会は、委員 15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

（１）　公募により選考された市民
（２）　識見を有する者
（３）　つながりひろがる地域づくり事業補助金交付要綱（平成 19年安曇野市告示第 65号）第

２条第４号に規定する市民活動団体の代表者
（４）　自治会の代表者
（５）　その他市長が必要と認める者

（任期）
第４条　委員の任期は、２年とし、再任は妨げないものとする。
２　欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員）
第５条　委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
２　会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）
第６条　委員会の会議は、会長がこれを招集し、議長となる。
２　委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
４　会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
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（ワーキンググループ）
第７条　会長が特に必要と認めるときは、委員会にワーキンググループを置くことができる。
２　会長が必要と認める場合は、ワーキンググループに委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）
第８条　委員会の庶務は、市民生活部地域づくり課が処理する。

（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に

定める。

附　則
この告示は、平成 25年４月１日から施行する。…
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年　月　日 事　項 備　考

平成25年 5月 31日

「安曇野市協働のまちづくり推進基本方
針及び協働のまちづくり推進行動計画策
定・評価委員会」委嘱式

委員委嘱

第1回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

委員会の役割／会長・副会長選任
／基本方針及び行動計画の視点／
基本方針及び行動計画の構成／
ワーキンググループの設置

平成25年 6月 28日
第 2回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）

平成25年 7月 26日 先進地視察研修 飯田市／木曽町

平成25年 8月 9日
第 3回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）

平成25年 8月 23日
第 4回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）

平成25年 9月 6日
第 5回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）

平成25年 10月 4日
第 6回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／キャッチフレーズ

平成25年 10月17日
「安曇野市協働のまちづくり推進基本方
針及び協働のまちづくり推進行動計画策
定・評価委員会」小委員会

前文／キャッチフレーズ

平成25年 11月1日
第 7回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／キャッチフレーズ／前文

平成25年 11月 29日
第 8回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／前文

平成25年 12月 27日
第 9回「安曇野市協働のまちづくり推進
基本方針及び協働のまちづくり推進行動
計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／前文

平成26年 1月10日
第 10回「安曇野市協働のまちづくり推
進基本方針及び協働のまちづくり推進行
動計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／前文

平成26年 2月14日
第 11回「安曇野市協働のまちづくり推
進基本方針及び協働のまちづくり推進行
動計画策定・評価委員会」

基本方針（案）／行動計画（案）
／概要版

平成26年 3月 5日
第 12回「安曇野市協働のまちづくり推
進基本方針及び協働のまちづくり推進行
動計画策定・評価委員会」

概要版

策定の経過
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【敬称略】

区　分 役　職 氏　　名 所属等

自治会の
代表者

市　川　直　哉 市区長会代表

大　石　昭　明 市区長会代表

識見を
有する者

副会長 栗　田　　　晶 信州大学経済学部准教授

福　島　明　美 松本大学地域づくり考房
『ゆめ』専任講師

会　長 内　川　勝　治 前市区長会長

高　井　康　子 社会福祉協議会

宗　像　　　章 わの会会長

市民活動団体の
代表者

太　田　雅　之 市民活動団体代表

青　柳　多美子 市民活動団体代表

小　河　深　美 市民活動団体代表

竹　澤　とき子 市民活動団体代表

飯　沼　博　則 市民活動団体代表

公募委員

遠　藤　宏　一

上　野　　　昇

布　施　　　稔

安曇野市協働のまちづくり推進基本方針及び
協働のまちづくり推進行動計画策定・評価委員会委員名簿
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年　月　日 事　項 備　考

平成25年 6月 30日 第1回ワーキンググループ
協働のまちづくり推進基本方針及び協働の
まちづくり推進行動計画策定・評価委員会
／ワーキンググループ／協働の課題の確認

平成25年 7月13日 第 2回ワーキンググループ 協働の課題の確認／課題に対する解決策／
解決の実現のための具体的方法

平成25年 8月10日 第 3回ワーキンググループ 課題に対する解決策／解決の実現のための
具体的方法／解決時期等

平成25年 8月 24日 第 4回ワーキンググループ 課題に対する解決策／解決の実現のための
具体的方法／解決時期等

平成25年 9月 7日 第 5回ワーキンググループ 解決の実現のための具体的方法／
解決時期等／具体的企画

平成25年 10月 5日 第 6回ワーキンググループ 解決の実現のための具体的方法／
解決時期等／具体的企画

平成25年 11月 9日 第 7回ワーキンググループ 解決の実現のための具体的方法／
解決時期等／実践に向けた企画

平成25年 12月 7日 第 8回ワーキンググループ 解決の実現のための具体的方法／
解決時期等／実践に向けた企画

平成26年 1月18日 第 9回ワーキンググループ 実践に向けた企画

平成26年 2月 8日 第10回ワーキンググループ 実践に向けた企画

平成26年 3月 8日 第11回ワーキンググループ 実践に向けた企画

ワーキンググループの経過
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【敬称略】

氏　　名 所属等 グループ
１ 内　川　勝　治 策定・評価委員会長（前市区長会会長・前明科地域区長会会長） 区

２ 市　川　直　哉 策定・評価委員（市区長会会長・穂高地域区長会長） 区

３ 大　石　昭　明 策定・評価委員（市区長会副会長・明科地域区長会長） 区

４ 那　須　　　誠 前市区長会副会長（会長代理）・前穂高地域区長会会長 区

５ 宮　島　千　里 前市区長会副会長（事務長）・前堀金地域区長会会長 区

６ 三　澤　鑛　一 前市区長会副会長（会計）・前三郷地域区長会会長 区

７ 青　山　　　守 前市区長会副会長・前豊科地域区長会会長 区

８ 遠　藤　宏　一 策定・評価委員（前市区長会理事・前明科地域区長会副会長） 情報

９ 栗　田　　　晶 策定・評価委員副会長（信州大学） 市活 C

10 福　島　明　美 策定・評価委員（松本大学） 市民活動

11 宗　像　　　章 策定・評価委員（わの会会長） 市活Ｃ

12 小　河　深　美 策定・評価委員 市活Ｃ

13 竹　澤　とき子 策定・評価委員 情報

14 飯　沼　博　則 策定・評価委員 市活Ｃ

15 上　野　　　昇 策定・評価委員 情報

16 布　施　　　稔 策定・評価委員 市民活動

17 磯　野　康　子 わの会事務局 市活Ｃ

18 今　泉　　　一 「市民と行政の協働指針」策定委員 情報

19 藤　原　正　三 「市民と行政の協働指針」策定委員 情報

20 青　柳　多美子 策定・評価委員（そよ風代表者） 市民活動

21 高　井　康　子 策定・評価委員（安曇野市社会福祉協議会） 市活Ｃ

22 秦泉寺　　　孝 安曇野市社会福祉協議会地域福祉主幹係長 情報

23 山　岸　久美子 安曇野市社会福祉協議会ボランティアコーディネーター 市活Ｃ

24 桜　井　洋　子 安曇野市ボランティア連絡協議会会長 市民活動

25 市　川　節　子 安曇野市ボランティア連絡協議会 市民活動

26 飯　沼　冬　彦 ＮＰＯ法人楽々安曇野理事長 市民活動

27 太　田　雅　之 策定・評価委員（ＮＰＯ法人楽々安曇野） 市民活動

28 寺　島　徹　生 公募 市民活動

29 矢　澤　毅　彦 公募 市民活動

30 大久保　郷　志 公募 市民活動

安曇野市「協働のまちづくり推進基本方針及び協働のまちづくり推進
行動計画策定・評価委員会」ワーキンググループ委員名簿



安曇野市協働のまちづくり推進基本方針
及び 協働のまちづくり推進行動計画

安曇野市市民生活部 地域づくり課
〒399-8303  安曇野市穂高6658番地

TEL（0263）82－3131　FAX（0263）82－6622
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